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　7 月 29 日、『見て、聴いて、感じて、夜空に

願いを込めて ･･･』と題して待合ホールで恒例

の夕涼み会を開催しました。

　オープニングでは、職員有志による銭太鼓を

披露。毎日仕事終了後に猛練習をして、前日に

は夜通しで特訓をした甲斐があり、なかなかの

出来だったように思います。

　今年は、広島の音楽家「孝田夫妻」を招き、

ウクレレの演奏をしていただきました。息の

合ったデュエットで、とてもすてきなひととき

でした。

　また催しでは、恒例のヨーヨー釣りやボーリ

ング倒し、ソフトクリームの無料サービスなど

を行い、会場はにぎわいました。

　そしてエンディングには、お馴染みジミー柴

田さんが華麗な手品を披露され、楽しく夕涼み

会を締めていただきました。

　1 時間という限られた時間でしたが、「皆さ

まに喜んでいただきたい」という職員の思いの

詰まった夕涼み会を楽しんでいただけたのでは

ないかと思います。また１年後、今度はどんな

催しが披露されるかお楽しみに ･･･。

日野病院夕涼み会、今年も大盛況！！

特訓の成果を披露。職員も楽しんでいます！

●第２・４土曜日は、診療日です
●第１・３・５土曜日は休診日です
詳しくは、日野病院（電話 72 - 0351）

　ウクレレ演奏に、愉快なマジックの披露で、

すてきなひとときを過しました。

　職員も銭太鼓を披露し、大盛り上がりの夕

涼み会になりました。

鳥取県道路交通法施行細則の一部改正のお知らせ

自転車運転中の
傘差し・携帯電話の使用など
に罰則！

10 月 1 日
から

施行されます

①自転車運転中の傘差し ③有効な警音器を備えて
　いない自転車の運転

②自転車運転中の携帯
　電話の使用

携帯電話を手に持って通話したり、

画像を注視してはいけません

雨の日は雨着を着用して運転しま

しょう。※日傘も違反となります。
有効な（音の良く鳴る）警音器を

つけていない自転車を運転しては

いけません。

罰則▶５万円以下の罰金
■次の3点は違反となります
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農業相談日のお知らせ
▶９月２０日（火）
▶１０月２０日（木）
時間＝午前９時～正午

場所＝農業委員会事務局

７月１日（金）
農業委員会職員研修会

（湯梨浜町）

７月７日（木）
総会

４件の農用地利用権設定

申請を審議し承認

７月２０日（水）
農業相談

（場所：農業委員会事務局）

８月５日（金）
総会

１件の農用地利用権設定

と秋の農作業賃金を審議

し承認・決定

活動報告（７～８月）

問．田や畑などの農地は、勝手にほかの用途に転用できますか？

答．勝手にはできません。優良農地確保のため農地法により制限されており、
　　許可が必要です。

農地の転用（農地法第 4 条、第 5 条）

■農地を農地以外の用途に転用する場合、所有者自身の転用の場合は農地法

　第 4条、所有者以外の人が転用する場合は農地法第 5条の規定に基づき、

　県知事の許可（農地が 4ha を超える場合は、農林水産大臣の許可）が必要

　です。

■農業委員会では、許可申請を受け付け、定例総会において申請の内容を審

　査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知

　事に申請書類を進達します。

■農地を無断で転用した場合は、売買などによる権利取得に制限がかかるの

　みならず、県知事が必要と認めたときは工事の中止や原状回復などの措置

　を求められることがあります。

　　さらに、その措置に従わない場合は、3 年以下の懲役または、300 万円

　以下の罰金を科せられることもあります。

▶農業用施設を建設する場合の例外
■自己の所有農地に農業用倉庫などの農業用施設を建てる場合で、敷地面積

　が 200㎡未満の場合、許可は不要となりますが、事前に農業委員会に届

　出をしてください。

　日野町農業委員会では、農地法などに係る手続きの標準処理期間を 30 日

と定め、迅速な事務処理に努めています。

　各種手続きに係る必要書類は農業委員会に備え付けていますので、気軽に

お問い合わせください。


